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又
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９
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又
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め

か
相
式

門
料
の
た

類

係

院
び
続
、

ら
当
関

学
及

の

申
る
）

条
授
等
こ

内
す

の
料
変
規

書
額
。

例
業
の 及

を

削
の

改
を
更
則

を
面

に
収
び
制

除
北

正
徴

技

業
こ
の

、
術

能
と
添

平
専

力
と
付

成
門

開
し
書

学

発
た
類

年
院

月

校

の

運

長
第
う

営

に
６
ち

日
規

提
条
、

か
則

出
関
内

ら
の

す
係
申

施
一

る
）
書

行
部

入
。
を

す

報

力
。
能
た
業
し
職
と
者
と

願志校入の校発開

課
員
短
年

気

期
、

工
人

課

程

科
に

１

２
人
課
入

学
）

程

、
を
１
定

転

年

年
）
程
学

通
す

入

入
建
年
員

普
換

、

学
築
、

程
こ

定

定
設
入
人

課
る

学

科
定
に

１
と

員

員
備
学
）

人

員
、

年
と

道

、
し

人

）
普

釧

学
を

に
通
人
立

入
た

）

員

安

院
条
道

普
定

、
課
）

定

長
及
収

通

所

が
び
入

課

紙

１
）

長

授
第
証

程
人

の

業
関
よ

、
、

経

料
条
に

年
に

期
版

を

つ
係
り

短
製

由

に

止

て
。
学

課
・

廃

い
）
入

る

除

の

１
刷

す

免

式

程
印

海

と

る

ま

、

こ

す

日

年
科

る
練
す

る
道

よ
す
訓
定

す

こ

と
入

道
こ
科
る

と
収

り

紙

高
と
転
と

も
証

立
と
の

た
、
し

、
を

等
し
換
と

に

。

通
り

術
こ
廃
た

普
は

技

程
け

門
に
等

課
付

専
と
止

係
こ

院
い
行

に
る

学
伴
を

普
要
こ

る
と

の
所
う

を

校

削

る
改

願

除

こ
正

書

す

と
す

に

る

と
る

つ

こ

し
規

い

と

た
則

、

し

て

と

。

共

則

公

た

規

職

第

第

業

６

を続手の

定

関

）

安

条

号

ととこるめ改

号

す

外

る

第

めた

員
表

築

建
程
を
路

定
別

建

第

技

築
２
エ
高

設
年
ク
等
科
）
関

備
、
ス
技

人
１

術

科
入
テ
術

し

と

に

学
通

と

こ

で

入
普

で

付

員
程

た

が

納

定
課 １

第

き

す

課
改
と

学
し

通
の
と

入
と

に
を
、

書

程
正
し

願
た

お
行
併

に
第

由経の

。

長

）

所

係

、こ

号

則規の



１
◇

３

平

北

趣
海

い
２
施
こ

成

旨
道

て
項
行
の

及
立

意
関
期
規

年

び
も

見
係
日
則

３

内
な

を
）

は

月

容
み

述
。

、
学

べ

平

１

２

◇

改

北

趣
北
正
内

止

金
海

旨
海
を
容
公
す
知

か
道

道
行

聴
る
事

ら
都

都
う

会
こ
は

適
市

市
こ

に
と
、

用
計

計
と

お
が
公

す
画

画
と

い
で
聴

る
公

こ

内
国
第
施
こ

の
た

記

２

３

土
正

容
土
３
行
の

国
改
。

査
様
日
則

調
を

調
号
期
規

業
か

、

費
う

事
式

は

査
行

助
と

負
ら

公

補
こ

１
◇

３

北

趣
海

旨

年
定

課
施
こ
道

、
員
道
程
行
の
国

立
２
期
規

入

土

学
人
札
年
日
則
調

定
）
幌
）

は
査

員
を
高
の

、
事

廃
等
入

平

立
る
立
ザ

道
す
道
デ

設

・
高
科

路
と
幌
ン

釧
こ
札
イ

等
し
等

高
と

園

日

る

成
附

こ

設

月

と

年
短

曜

が

４
期

日

で

月
療

）

き

１
育

る

日
施

者

か
設

と

ら
入

し

施
所

て

行
規

定

す
則

公
す

て
き
会

め

る

聴

聴
る

意
る
に

と
会

会
た

見
こ
お

と
規

め

を
と
い

し
則

た

以
、

述
と
て

の

下
こ

べ
し
意

。
一

の

よ
た
見

部

公
規

う

を

を

聴
則

と
第
述

改

会
を

す
３
べ

正

」
制

る
条
る

す

と
定

者
の
た

る

い
す

の
２
め

規

等
し

金
記

の

金
と

担
別

布

付
併

付
６

か

交
、

交
第

日

綱
て

請
様

施

要
せ

申
号

ら

改
定

等
ま

す

の
規

書
式

行

に
整

様
関

こ

正
の

の
で

る

ん
を

を
）

と

か
備

式
係

と

が
行

改
。

し

業

人
止
技
学

成
負

）
す
術
定

担

及
る
専
員

年
金

月

び
こ
門
を

交

道
と
学

付

立
と
院
人

日
規

釧
し
の
か

か
則

路
た
精
ら

ら
の

施

高

密

一

等
別
機
人

行
部

技
表
械
に

す
を

術
第
科
変

る
改

専
１

更

こ

術

術
通

技
た
技
普

学
１

門
表
門
程

専
別
専
課

に
関
の
、

院
１
院
年

学
第

科
定

動
）
量
学

自
係
測
入

整

員

車
。
備

普

科

通
人

を

る

こ
廃

こ

と
止

と

と
す

が

し
る

で

た
規

き

。
則

こる と

則

と

規

北

し

第

た

号

う
る

申
関
に

第

）

則

。
こ

出
係
申

と

な
。
を

規

）
と

が
）
出

た

と

た

第

開
し

い

し

則

の 催

外

）

要

は

以

号

の
。

き

者

会

を

に

聴

者

等

公

の

件

、

う

め

、

て

開

聴

い

の

公

つ

後

事
め

こ

正

知
た

る

改

み
の

し

様

提
こ

と

の

に
、

と

る
則

は

す
規

た

式

出 類
制

記

成

書
を

別

平

等
定

第 様

分

つ
る

号

度

に
す

１

年

い
こ

正

門
関
普
す

と
す

学
係
通
る

と
る

院
）
課
こ

し
規

の
。
程
と

た
則

械

年
し

機

２
と

。

及

則

科

）
た

規

普

び
別

第

通

金
表

工
関

程

加
１

）

課

属
第

号

課
）

年

科
係

１
ン

課

年
リ

通

１
プ

普

程
、

定
ザ

年

学
デ

２

入
ト

程

、
ン

入

員
イ

、 学 員

）

定

人
科

、
普

人

ト
通

海

第条４

道

第

の
１

題

第

公

施
条 こ
に

を
北
条
旨

行

名

１
趣

し

の
道
次

の
関

次
海
を
）

要

を

に

所

催

会
よ
身
の

規

の

中

お

北

第

を

海

北

１

北

次

道

海
平

条

北
海

の

規

海
道

よ

道
成

則

北

立

道
立

う

第

立
身

に
海

身
年

道

体
３

身
体

改

号

所
と

、

負

て
と

式

の

障
月

要
し

別

担

１

２
と

趣
北
し
施
こ

旨
海
た
行
の

及
道
。
期
規

び
寡

日
則

、

）

内
婦

は

学

通

入

普
。

◇

１

２

北

◇

る

海

北

趣
知
こ
施
こ

海

こ

道

旨
的
と
行
の

道

の

寡

及
障
と
期
規

知

規

婦

び
害
す
日
則

的

則

福

内
者
る

は

障

新

ス
１

を

ー
程

）

レ
課

は

道
定
行

児
海
制
施

北
を
２

こ

祉
も
る
日

福
立
す
期

童 法
な

報

に
障
う

は
必

う
体
よ

則
、

め
者
改

北
な

改
害
に

、
要

。
生
る

道
項

る
更
め

海
事

施

障
め

護

体
定

援
。

身
を と

例

更
の

条

者
も

設

害
る

体
障

正
立

施

生

身

害 更

害
者

る
体

者
日

障
害

す
者

援

更
生
害

生

者
更

。
障

護
施
生

施

援
護
更

護

生
援

施

所

設
入
護

入

施
設
援

設

規
則
入

則

所
規
設

規

入
所

所

等

容
福

、

祉

平

資

成

金貸

年

規

付

４

規

月

則

１

を

日

廃

か

止

ら

す

施

る

行

祉

容
福
た

、

害

、

資

祉
め

平

者

平

金

法
、

成

援

成

貸

の
こ

護

付

改
の

年

施

年

規

正
規

４

設

４

則

に
則

月

費

月

を

伴
を

１

用

１

廃

い
制

日

徴

日

止

、
定

か

収

か

す

北
す

ら

規

ら

る

海
る

施

則

施

規

道
こ

行

を

正
園
し

改
学
と

の
み
と

行

児
期

り
短

よ
設
。

に
附
た

所
入
入
設

期
施

短
育
童
療

施
。

規

護
る

行

援
す

に
所

例条設

則

和昭

号

年

外

北

第

海

部
則

一

等
一
規

の

則
の

道

部

の を
）
和

改

部
正
昭

を

一
改

正

道

す

北

る

海

正

年

す

北

改

規

を

事

規

道

則

知

る

海

規 に

第

こ

堀

則

こ

則

こ

す

と

る

と

こ

す

と

る

と

た

し

め

た

則

、

。

この規則を制

則

知
と

す

廃

的
と

る

す
止

る

障
し

こ
規

す

害
た

と
則

こ
る

者
。

と
第

と
規

と

援

し

則

した

護

た
号

用

第

費

則

設

。
規

施

。
）

を
る
則

係
規

規

）

収

号

徴

こ
度
る

制
す

費
止
援
廃
支

た
れ
る
さ
す

入
と
導
と

が

条

こ
め
る

例

号

第 ）号

公 。

也

一

る

の

す

達

）

布

号 部

定すること

す止廃を則

い
則
伴
規
に
の

等
こ

と
、

、



第

す
に
第
年

部

２

を
第

よ
１
法

条

の
条
所

る
号
律

る

次
２
入

と

よ
を
対
知

居
の
第

こ が

う
次
象
的

宅
期 及
）

で

に
の
者
障

生
間
号

者

支
び
第

き

改
よ
）
害

活

正
う

２

第

第

を
る
第
別
北
条

７

納
。
８
記
海

条

か
１
知
北

用

付

条
第
道

使 の
事
る

ら
号
的
海

料
知
す

式
害
知

減
は
こ

第
様
障
道 的

免
、
と

）
前
が

条
か
者

第

第

納
６

第

３

付
条

６
使

条

料
支
な

所

北
北
条
用

し

入

道
び
の
援
け

定
次
海
海
及

各
立
立
第
納
費
れ

員
の
道
身
７
付
支
ば

）

も
第

に
体
体
条
）
給
な

号

う
過

訓
期

を
条

練
間
条
第
こ
程
の
３

、
経
含
を

等
を
第
２
う
を

項
第
直
た
む
次

支
超
３
条

費
て
の
２
腸
結
。
の

援
え

」
う

の
い
規
項
若
核
）
よ

２
身

第

者
支
な
定
中
し
回

平

条
体
は

成

の
障
、身

見
害

年

出
者
体

３

し
更
障

月

を
生
害

る者

す
に

総

援
同
の
第
の

は

る
改

合

費
項
条

児

る

護

支
２
６

、

。
め

援 設

の
の
２

童

。

施

給
号
第

海

定
給
の

祉
北

決
支
項

福
道

を
量
規

法 和
太

け
超
に

昭
立

受
を
定

陽

て
え
よ

困

ま
ら
総
障

年
の

い
て
る

記
援
者

に
難

で
別
合
害

条

合

定
場

削
第
護
総

規
な

を

に

、
号
設
援

す
合

り
７
施

式
例
施

者
お

第
様
条
護

る

設

が
い 、

を
で
行
条

天
て

条
ま
施

削
則
施

そ
必

第
を
規
例

災

規

他
と

条
る
の
行

の
要

８

害
次

象
な

掲
不
障
を

対
ら

で
。

る
由
者
の

者
い

げ
自

生

生
訓
ハ
う

更

更
者
リ
よ

護

護
セ
リ
改

援

援
練
ビ
に

設

設
タ
ー
る

施

施
ン
テ
め

ン

入

入

ョ

に

の
ー
シ
。

所

い
に

く
復
に
に

定
人
セ

所

給

は
者
改
改

の
る
体
小
で
め
め

の
も
よ

定

措
不
腸
あ
る
る

決

機
て

を
第
置
自
の
っ
。
。

け
条
し
者
能
別

受
６
と
由

入
」
障
の

て
に
て
等
に
表

の
核

る
い
所
を
害
結

い
お
者
て
を

あ
治

で

委

者
あ
支
託
体
る

援

日

福祉
護
入
施

月

所
設
法

曜

対

日

昭

象
以

）

者
下
和 年

）
護
第

改
援
律

に
生
法

」
更

め、
施

律
者
な
宅

法
園

る
い
居

下

あ
も
活

第
以

で
い
生

っ
の
支

陽

当
知
費

）
太

て
、
援

号
の

該
的
の

第
園

決
障
支

と

に
者
の

の
」

定
害
給

条
い

係
福
決

。

同
法
を

２
う

る
祉
定

第

別
め

す

部
則

特
認

と
。
一

和

事
と

。

正
昭

な
た

る

改

情
き

）

れ

海

り
こ

北

よ
、

年

に
は

所
免

則

入
減

規

該
を

道

当 に
す

第

ー

も

は

タ

る

員

ン

す

係
る

は

当

の

、 該

知

定

通

に

入

号

納

各

人

、

判

り

り

お

よ

と

に

る

書

め

て
費
れ
自

定

っ
援
さ
不
者

者
者
養
準

当
支
た
由
療
基

、
よ

決
対
と
又
所
に

該
給

に
者
る
心
病
る

定
象
す
は

と

、
又
床

係
」
。
臓
院
臨

う

ん
居
治

同
い

じ
は
的

る 条

認

３
）

、
に
と

第
。

臓
宅

条
」
）

同
設
号

項
又

呼
お

第
と
第

１
い
を
。
の

項
う
条

次
）

う
所
項

よ
入
２

の
に
第

北

に

め
こ
定

改
る
規

に
す
の

）

条

受

項

る
と

入

３
和
て

規
に

第
昭
け

の

い

所
定
項

者

こ

支
施
第
」
知
と
第
第

に
事
が

援
設

難
第
条

費
の
条
改
は
困
条

、
施
な
１
か

支
入
中
め
、

者
２
同
設
場
項
ら

給
所
第

一

用
と

の

使
の

）

る
も

号

定

次

料
す

用
１

を
第

第
を
第
第
使
の

９
入
８

受

９
」
を

け

条

条

条
所
条

料
項

１
せ

と
加

て

中

第

第
さ
中

い
４

す

用

と

使

項

項
る
利

い
え

。

を

る

料
第

一

第

３

部
第

条

こ
北

７

は

と
海

を
２

条

第

納
用

が
道
北
次
条

、
使

道
よ
１

入
料
知
困
身
海
の

な
障
身
う
項

通
の
事
難
体

て
ら

第
は

吸
い
め

知
減
は

養
る

号
法

、
療
れ

１
同

器

の
第

ぼ

６第

い
第
者
れ
第
第

条

若
た
３
５
使

な

の
料
支

い
条
し
者
条
条
用

は
す

次
の
援

も
第
く
と
中

の
１項
知
る
、
に
納
費

海

る
設
き
施
で
る

。
が
よ

道

る
い
の

公

決

あ
も
の

で
い
給

者
な
支

の
合
中
第

対

て
若
定

っ
の

象
」
項
項

条

者
と
を
を
入
に い

用
ま

で
い
第
同
所
お
使

第
が
て
料
で

更
う
３
条
者

）
と
２
天
、
」
の

生
。
項

定

設
は
し
項
災
必
を
規

施 、
、
、
と
そ
要 認
条
見

療
納
同
し
の
と
前

同
特
め
第
出

護
入
条
、
他

知
１
条
別
た
２
し

施
通
第

含

又
書
項
に
な
と
項
を

設

者

用

第

に
も
用

う
る

る

利
」

）

で

者

３

お
の
者

。
。

」

て
を
を

を

あ

」

号

い
」

て
を

削

っ

を

当

福

支
る
福

使

費

ホ

料

該

祉

第

援
。
祉

用

決

ホ

の

給

ム

に

定

ー

条

支

ー

」

対

の

改

に

ム

係

の

２

者

用

、

る

利

第

象

利

め

書
免
、
場
害
体
に
中

同

用

に
）
入
合
者
障
改

者
す
産

よ

所
に
総
害
正
授

が
い
更
総
る
施

り

者
お
合

更

」

用

天
て
生
合
。
設

使 を

そ
必
護
生

と

料

災
、
援

と
設
護

う

納

の
要
施
援

い

設

）

し

特
認
条
施

。

付

他

け

な
た
施
条

」

な

別
め
例

）
給

第
第
的
。
そ
次
付
支

号
害

ぞ
２

対

６
３
障

れ
の

」
を

者

に
の
者

れ
条

象

条

太

い
定
祉

を
加

で

お
規
福

よ
第

る
る

陽

て
に
法

削
え
。
。

の

これ
る

１

入

を
置
第

に

ら
措
条

園

と
支
し
項

所

報

て

決
は
け

該
く
受

当
し
を

害
者

係
障
る

に
的
い

定
知

第
祉
っ

条
福
あ

同
者
で

る

該

項
第
当

３
法
て

第

は
規
む

は
に
中
第
事
き
の

よ

１
情

）

産
り
利
項
に
、
定
。

授

れ
よ
中

施
使
用
と
よ
こ
に

」
て
当
を
る

設
用
者
し
り

料
入

用

を
を
次
該
減
使

に

利

納

の
入
免
用

す

」

付
知
１
所
す
料

所

者

も
に

る

を

し
事
項
に
る
」

、
加
る
の
改

も
な
は
を
係

け

る
祉

れ
福
え
使
と
め

の

福

条
項

」

者

同

ば
祉
る
用
す

い

に

を

第

」

の

と

」

条
者

条

項

、

定

う

改

同

３

に

規 よ

）

る

第

第
に

。

め

は

項

号

祉

る

又

。

２

１

福

法

し

期

ー

設

同

と

の

ホ

施

同

を

の

練

第

、

間

ム

訓 等 援

第

に

え

用

支

条

条

超

使

き
規
施

次

れ

事
と
行
例

の

の
規

な

に
は
則
行

に

ば

情

ら

よ
、

当
れ
部

入

な

り
こ
一
則

に

い

減
正
和

す

。

該
を
改
昭

所 る

入所
免
）

海

が

係
る

北

と

に
す

年

こ

用
と

規

き

使
の

道

で

る
も

号

も

費
知
２

る

援
て
第

す

対
害
規

給
障
の

の

支
的

よ

に

者
施
に

条

象
児
定

次

い
入
措

い

と
に
る

お

」
設

。
さ
と

う
所
置

て

条
決

又
る
て

所

）
せ
し

入

に

号
の
定

１ の

条

及
項
同

間
２
る

期
第
係

に
項

項
定
３

同
規
第

び
の

第

号

２
よ
第

外

号
る
１

第

支
設
の

の
施
項

条

ー

な
ホ
。
料
る
。

次

ホ の

な
ム

納

に

ム

ら
ー

を
。

用

。
利

す

い

利

い
の

付

お

１

い
費

３

第

て

料

て

用

る

の

項

給

に

と

い

下

支

」

項

な

以

決
の
め

に
て

の

改

し

も

単

」

を
る

第

者

料
す

則

る

、

納
。

、

る

の

え

す

）

加

付

号

を

を

と

児
と
所

」

は
こ
入

者

祉
れ
託

う

福
さ
委

い

童
と

給
訓
期

法
た
さ

。

量
練
間

号

て

え
援
え

超
支
超

を
等
を

て
費



又
け
超
す

こ１

平

の
附

は
て
え
る

成

知
い
て
。

規則
則

的
る
い

年

障
者
な

は

３

害
で
い

、

月

者
あ
も

平

福
っ
の

成

第

第
第
第
る
祉
て

川
２

４
４
２
同
法
当

条

決

）
体

条
条
項
条
第
該

号

北
不

の
第
の
第

６

海
自

２
４
規
３
条
定

第

係

条

道
由

第
項
定
項
の
に
第
る

の

立
児

４
の
に
第
５

北
入

２

に

も
総

項
知
よ
１

支
海
通
第
項
第
次 １

期

援
道
知
３
」
２
の
短

第

中
条
入

費
立
書
条
を
条

支
旭
に

給
川
よ
１
第

を
所

り
項
４
第
加
対 者

象
体
使
中
条
４
え
象

対

川
め

料
と

者
不
用

第
条
る

、
第
」
す

名

１
体

４
に
る

題

第

の
め

を
北
条
不
関
条
改
。

道

由
」
見
、

次
海
中
自
し

の

次
し
条

よ
立
規
児
の
出
同

童
に
合
に
を
を

う
児
定
総

に

第

年
４

者

北
条

規

改
道
北
道

に
海

海

」
北

道
則

め
立
海

。
体
立
第

る
不自
体
号

日

祉
て
法
当
第

年

月

第
該
５

４

曜

決
条

月

日

条
定
第

１

）

に

ら

６
係
項

か

の
に
１

日

項
条
い

行

２
同
お

施

第
る

れ

。

規
３
こ

る

の
第
て

す

合

の
的
る
号
２
同

２

定
項

み
療

身
障
居
の
項
条

第

な

項

学
育

体
害
宅
期
の
第

４

項

の

園
セ

障
者
生
間
規
３
に
第

児

、
ン

害
短
活
及
定
同
よ
１

童

北
タ

者
期
支
び
費
項
る
号

短

海
ー

短
入
援
を
の
第
居
の

期

道
又

期
所
所
受
支
２
宅
期

入

立
は

入

海

又
け
給
号
生
間

所

札
北 道

は
る
の
の
活
及

、

幌

体

体
立

知
こ
決
支
支
び

身

項
２

で
自
料
第
５
第
。
）

海
児
納
条
」
項

北
由
を
４

し
３
改
を

道
総
付
第
に
」

も
療
な
項
め

立
合

れ
を
同
４

な
育
け
」
、
第

学
ン
ば

条
条

み
セ

ら
４
第
５

園
タ
な
第
を
第

条
」

北
又
な
条
４
項

、
ー

改
福
基
療

同

海
は
い
第

め
祉
づ
育
、

条

に
用
２

る
施
き
セ
別
使
第

条
北
タ
定
料
項

。
設
、
ン の

の
納
し

例
海
ー
め
の
と

）
同

行
立
医
あ
付
、

施
道

則
幌
を
も
」
条

規
札
療
る
受
の
に
に

不
る
除
め
１

体
け
を
改
第

部

総
由
一

児
自
の

由
不
）

療
の

育
合
次

療
総
を

合
児

ー
ン
に

タ
セ
う

ン
育
よ

セ

ら

用
の
す

使
ー
正

の
タ
改

る
号

よ
１
を

に
第

支

生
間
費

宅
期
援

居
の
支

項
象

援
同
対

支
び
給

活
及

費

北

い

給
号
と

支
２
」

の
第
者

不
白

的
と
定
給
援
同

の
の

害

自
糠

障
が
を
量
費
項

障

２

者

由
学

害
で
受
を
の
第
給
号

福

児
園

者
き
け
超
支
て
の
の

祉

総
の

福
る
て
え
る
い
決
支

法

合
児

祉
者
い
、
者
な
定
給

療
童

法
は

育
福
和

セ
祉

昭
児
で
い
を
量

昭

ン
法

和
童
あ
も
受
を

福
っ
の
け
超

タ

年

て

法

ー
昭

年
祉
て
、
て
え
る
い

律

、
和

法
法
当
身
い

律
第
該
体

項
す
改

道
北
。
６
と
に

北

に
。
、

札
道

」
る
め

立
海 白

改

同

幌
立

同

第

不
学

、

を

体
糠

め

条

児
入

第

条

由
に

条

３

自
園

中

、

合
す

項

し

総
所

３

と

自
者
く
、
項

育
も

第

療
る

児
使
か
条
し

由
の
ほ
同
と

合
料
」

次

総
用
、
中
て

育
び
加
用
１

療
及
を
使
の

ン
数
る
」
を

セ
手
え
料
項

ー
」

え

タ
料
。
を
加

び

療
同

及
を

医
、

及
用
。

料
使
る

北
施

に
条

に
数

料
手

数
び

手
及

び
料

則
る
規
す
る
関
す
に
関
料

一
則
の
規

海

と

を
量
）

定
給
。

決
支
う

受
を

道

届
入
に

別

別
」

」

記

記
に

を
所

別
第

事

記

公

第
、
業

第

児

号

」

号
児

童

様

様
童

短
を

号
式

様

式
居

期

の

第

式

決
障
者
な

海
年

第
条
定
害
で
い

道
法

の

立
律
号
号
の
に
者
あ
も

係
福
っ

旭
第
）
）

第

第
児
第

児
第
第

童

条

童

条
居
条
削

の

の
宅
第
除

児
福
条
条

童
祉
の
の

生
２

及

福
法
２

か
活
項

び

ら
支
第

祉
施
中
及
第

法
行

び

条

の

ン
は

４

条

セ
の

第

１

、ー
納

第

次

タ
、

海北

給
海
と

児

道

決
道
み

童
平

規

定
身
な

福
成

則

身
体
す

祉

第

体
障
。

法
年

障
害

施
３

号

る
第

海
行

係
を

害
者

行
月

旭
改

用
条

立
に

使
５

道
」

こ
め

支

福
に
る
者

た

３

４

正
み
の
の

援
こ
祉
よ
改
と

増
施
後
な
規
社

費
の
の
り

給
則
進
設
の
す
則
会

支
規

施
祉

対
の
の
支
北
。
の
福

部

象
施
た
給
海

正
和
改
昭
）

規
に

社
こ

の
定

の
項
規

２
祉
則

に
る

福
規

定
よ

会
の

、

施

り
正

事
の

よ
改

報

の
宅

入

５

７
生

所
児

の
及

中
活

事
童

５
び

支

業
短

及
別

期

び

児
援

又

記

童
事

は
入

別
第

居
業

児
所

記

事

第

宅
を

童

号

業

生
」

自

様

活
を

立
又

号
式

支

生
は

様
の

児

式

援
児

活

６

自

６

事
童

援
童

の

第
援
１

施
細
第
第

事
号

条

行
則
９

条
業
を

の

細

条
条

の
等
次

則
昭
の
の

」
の

の
和
５」
を
削
ま
に
よ

一

め
に

部
年
を
次
除
で
改
う

を
北

の

の 定
。
め

改
海
第
よ

規
る
改

す
規
条
に

る

正
道
９
う

第
７
め

出

る
則
の
改

見

。

規

者
総

細

な
生

一

み
更

の

と
合

則
日

正

る
施

改

れ
護

を

さ
援

部

施

規

置
例

る

措
条

す

旧
設

道

行
事

者
規

を

所
行

則

入

の
の
定
知

の
業

者
行
め
決

現
等

み
際
社
知
的

際
法

と

福
障
害

に
の

な
現
会
的
障

部

。
知
祉
害
者

身
一

す
に

業
と
合

障
を

的
事
者
総

体

護

者
正

害
法
み
援

害
改

障

る

総
の
さ
施

総
す

者
等
な

部
る
条

更
等

合
一
れ
設

合

等
の

設
の

法
行

施
後

業

援

決
道

一
現

給
海

の
際

支
北

改
体

身
体

を
身

定
身

部
に

害
者

す
害

障
害

正
障

体
障

の
生

と
生

等
更

者
更

る
者

立

を
削
業
居

助

法
援

み
援

の

始
生

業
生

次
除
開
宅

事

う

」
支

」
援

よ

届
活

に
活

改

事

改
事

に

を
援

に
助

る

童
等

る
」

め

児
業

め
業 に

号

宅
」
、

。

居
を

。

外

生
に

第

童

活
、
児

」
る

し

支

則

に
。

を

一
る

。

の
め

む

）
改

含

号 を

中

部
。

） 生

に

宅

う

居

よ

童

の

児

次

２

に

つ
第

こ

に
則

こ

活

改

、
１

す

は
第

布

て
条

公

い
規

道

３
に

。

海

第
項

る

北 堀

定
る
規
す

事

の
定

知

条

護
を
旧
例

生
の

よ
援
に
支

置
行

護
律

施
改
措
施

援
法

設
則

北
す
入
規

施
附

設
正

道
等
者
第

に
第

海
る
所
則

立
の
に
２

入

い
に

し
第

太
法
つ
条

所
条

い
項

の
附
て
規

て
１

陽
律

に
第
、
す

る
の

園
則
は
定
第
る

社
規

入

律
護

な
護

所
条
２
支

会
定

施

さ
施

旧
例

成
に

る
条

平
設

れ
設

入

入
規

法
し

置
行

年
所

措
施

る

者
第

第
い

所
則

律
て 社

に
２ １

附
福

い
第

）
会

つ
条

号
祉

て

援
又
短

事
は
期

号

業

開
短
事

等
童
所

業
児
入

始
期

を」業

。

事

る

援

す

支

正

也

後
対
正
給

達

改
支
る
費

し
第
条
援

福
に

北
者
の
象

規
支

の
り

て
１
の
費

祉
よ

進
設

る
の
定
給

増
施

い
項

会
定
よ
象

の
支

社
規
に
対

増

、
に

第
の

は
項

則
進

第
規

の
る

た

条
す

第
の

１
定

条
め
１



整
号

北

身
第
若
」

海

体
２
し
を

道

身
障
条
く

平

規

成

体
害
第
は
第

則

障
者
１
要

第

年

害
福
号
請
条

３

者
祉
中
又
第

号

福
法

は
１

月

い

身

１
２

日

祉
施
第
法
項

定

障

こ
こ
成
規
。

体

作
の

の
の
さ

附

則
則
て
か

者

規
規
れ
に

害

則

、
施
る
わ

祉

は
の
い
か

福

成
の
紙
ず

施

平
行
用
ら

法

の
号
４

等

様
生
そ

２

・

別

」
号
別

厚
式

に
第

大
の

児

」
記

に
」
記

臣
３

童

を
第

改め
改

家
様

を
庭

第
号

、
め
号

」
中

様

同
る

局」

条
式

様
。
式

第

に

第
そ

式

そ

厚

に

業
改

等

様
の

そ

の

生
条

生
そ

・

」
別
等
め
別

厚
式

。
第

大
の

児

を
記
廃
る
記
童

第
止

臣
３

家

児

止

様

を
庭

童
号
休

号

」
中

局

短
様

」

期
式
）

式

第

に

入
の
届

そ

厚

別
」届

入
所
９
」

の

生
条

第
、
事

記
に
所

平

業

成

」

号
児
を

様
童

年

式
居

３

の
宅
、

月

８
生
児

第
」

法
行

に

施
細
条

細

４
第
め

行
則
第
条
改

の
和
第
項
。

則
昭
項
３
る

３
」

一

を
め

を
北
」
改

部
年
号
に

正
道

、

改
海

条

す
規
第
同

る
則

際
が
、

行

４
に
る
成

則

年
現
あ
平

細 の

月
こ
場

日
規
に
６

部

１
の
合
年

一 改

か
則
お
月

を

ら
に
い

行
る
は
ま

す

施
よ
て
日

正

る
正
こ
の

規

す
改
、
で

る

１

労
第

３

、

。
前
の
間

則

号
１

の 中

大
号

」

第

中

３

中

働
１

に改

条

児

厚

臣
の

大

に
及

め

第

童

第

生

」
２

１

、
家

第

」

第

号

同
庭

条

臣

、
び

の

様
局

号

２

式
」

１

を

第
１

そ

」

を

号
の

を

の

厚

条
の

及

労

１
」

２
雇

２

生

第
３

用

事
中
に

１

労
第

、

中

第

第

業

、

中

働
１

又
児

大
号

生

」
２

条

は
童
児

厚

臣
の

童
宅
居

大

に
及

第

児
居
童

」

第

号

自
生
宅

臣

、
び

１ の

立
活
生

号

２

生
支
活

を

第
１

」

活
援
支

生

第
３

を

援
事
援

厚

条
の

事
廃
業

労

１
」

助
業
事

童

第

中
活

日

期
支
短

児
援

月

童
事
入

曜

居
業
所

日

宅
を
事

）

児

支

は

活
を
又

生
」
業

宅
立

業
居
自

事
童
童

援
児

の
３

規
第
条
第

生

変

則

北

の
１

）
第
中

号
３
号

海

一
項
第

道

部
の に

１

事

次
定
第

知

を
規
条

あ
１

う
る
第

堀

よ
よ
項

の

要

こ

の
規
必

を

改
っ
号

に

福
よ
調

に

童
に
な

こ

児
則

し

す

法
改
を

布

祉
る
整

公

細
の
使

。

行
後
て

る

施
正

こ

規
福
る

の
童
す

則
児
用

均

び

働

号
を

に
法
と

定
祉

等

第

大

の
第

・

１

臣

３
第

第

条

児

号

」

」
第

第

号

童

の

に

を
条

条

３

家

３

、

庭

」

第
３

１

」

号

号

に

局

を

児

」

童

条
及

の

改

第

」

、

に

第

家

第
び

３

め
庭

４

、

条

局

号
４

を

同

第

第

」

」
号

様

３

を

に
」

第

式

業
止
を

働

号
を

に

」

大

の
第

」
休
を

臣

３
第

条

に
止

」

」

、

第

号

改
）
児

に

を
条

３

め
届
童

る
」
居

第
３

」

号

に

。
を
宅

児

生

童

条
及

改
庭

４
第

、

児
活

家

第
び

め

号

様

居
援

局

号
４

同

童
支

生
業

を

に
」

式

宅
事

」

」

援
助

」
支
援

届
活
活

更
生 事

事

を

、

居
を
に

童
等
」

児
業
業

生
に
宅
」

北

支

童

活
、
児

達

正
せ
及

事
は
期

援
又
短

。
調
２

也

る
、
第

す
ん
び

付
な
て

□
□
□
□

を

い
と

こ

れ
聴
平
音
そ

の
け
お
障
そ

そ
音
を
ぞ

声
し

診
、
、
害

覚

書
の
声
認
れ

・
ゃ

衡

断

機

に
障
機
定
の

言
く

な

い
細
げ

づ
行
妨

基
施
を

の

別
次

聴

２

を

て
則

事

記
の

覚

は

・

じ

項

第
よ

め

を
２

４
う

平

に

３

及
号
に

衡

］

意
式
め

音

の
歯
び
様
改

・

事
科

そ

条

号

改
に め

第

２

第

及

雇

め
改

条

の

４
第

均
中
同
る

１

び

用

、

原
疾
な

。

号
第

別

因
病

そ
る

第

記

と
・

の

条

経

４

っ
傷

参
過

条

第

な
外

他
現

次
除

号

た
名

考
・

を
削

そ

よ

式

に

な
症

の

様

」

と

活
等

改
に

用

、
め

２

支
を

雇

め
改

の
の

。

事
に

均
中
同
る

援
」

。
第
第
第
種
第
第
第

る

類
中
中
第

条
条
条
の
条
条
条

１
３

更

１

第
の
中
変

定
局
中

項
中
第
）
指
薬
項

中

５
申

海

業

変
短
事

等
童
所

業
児
入

更
期

道

５
９
を

第
第
」項

公

条
条 １
９

中
第
第

１
中
第

第
項
条

害

機
能

機

お
害
能
す
障

語

害
こ
の

能
能

障

い
に
障
る

は
す
、
と
合

障
障

障

て
関

指

、
る
言
は
計
害
害
害
害

能
数
→
→
→
→

次
状
語
可

４
及
能
で
を

の
態
機

っ

つ
び
障
あ
も
１
２
３
４

が
て
聴
平
音
そ

の
所
害
る

は
、
等
覚
衡
声
し

障
見
又

つ
そ
等
級
障
機
・
ゃ

害
に

区
い
し
級
を
害
能
言
く

の

能

分
て
ゃ
は
決
の
障
語
機

能
障

の
記
く
そ
定
状
害
機

う
入
機
の
す
態
の

書
聴
。

・

項
矯
見
の
る

声

添
・

語

し
治
を
覚

言

と
正

し
衡

は

１
等
付
平

又

、
療

く
音

し

事
適
て
・

そ

の
の

さ
・

く

の
の
だ
声

ゃ

項
応

。
語

機

に
断
い
言

の

次
判

の

、

る
」

の
要

又

能

次
を

に

総

合
を

う 改

括

疾

併
考

る

の

・

状
参

め

表

病

症

発

な

項

傷

を
と

。

事

外

」
る

中

経

生 日

他
・

害

月

の
過

障

年

そ
症

」

」

参
現

名

第
条
請
訪
指
看
申
５

第
５
の
書
問
定
第

の
第
を
護
請
条

５
条
８
」

第
８
２

事
書
の

条

者
を
」

１
第
項
医
業
」
９

」
項
を
機
等

を

項
２
」
療

を
」

関
指
医

を
第
指
定
療
第

定
申
機

第
第
条

請
関
条

第
担
書
指
」

条

報

条

６ 改

第
条
に

２
４
」

の
第
項

」
同

」
項
、

項
２
め

１
第 を

条

を 第

第

第
条
中

条
９
項

３
第
３

の

ち
す
能
中
る
及
状
障
害

の
状

、
る
障
の
こ
び
態
害

び
状
態

認
こ
害
最
と
所
及

」
所
態
及

定
と
が
重
は
見

な
に
見
及
び

を
。
重
度
し

す
等
い
記
」
び
所

受

複
の

」

よ

る
級
。
入
に
所
見

け

入
」
に

う

場
を
）
す
記
見

っ

こ
す
に
記

と

合
も
。
る

す

る

つ
て

と
る
記
入

す

に
定

と
す
る

障

い
決

。
こ
入 こ

と

に

は
す

。
る
こ

害

て

つ

、
る

し

の

事
る

そ

害

１
す

は

障

加
に

く

態

を
例

ゃ

状

項
症

能

所

る
い

機

び

え
つ

の

及

状

歯

の

、

害

は

障

見

。
て

と
」

を

を

考

師

及

医

況

科

な
に

害

病

合

障

疾

る
、

状
所

」

外

症
合

名

・

併
総

生

に
」

、

発

」
見

に

傷

因
病

月

め

原
疾

年

改
を

に

な
外

」

同
総

と
・

日

、

医
を
申
改

第
条
２
当
」
定

項
２
」
療

請
め

１
第
項

療
」
。

」
項
に
の
医
書
る

改
に

類
機
に

に
」
、
種

院
変
指
め

め
改
病
の
関
改

申
。

。
る
又
更
定
る

る
め

」

療
請
書

診
申
請

。
は
）

１
第

指
」
に

所
書

第

に
」
条

」
項
４

項
２
第

、
」

る
め
項

め
改
２

改
に 条同

を

。

号

第
第

外

２
９

第

中
第

項
条

意

て

れ
留

。

い

そ
旨

と
。

つ
こ

レ

に
る

に

れ
す

□

ぞ

印

断

事

診

の

る

見

よ

所

に

び

、

項
所

っ
傷

に

事
合

書

項

」

の
見

た
名

考

に
意

を

参

注
」

と

、
中

改
め

定
に
改

２

療医
。

当
る
。

担
め
る

第
項

号

６
め

第
改
条
に
４
」



平

該

成

当

そ

□
□

す

し
障

年

る

ゃ
害
経
経

３

害

・
程
的
摂

障

く
の
口
口

月

度
に
取

え

嚥

２

３

４

平

音

そ

衡

声

し
障

言

く
の

内

機

・

ゃ
害
該
）

度

必
す

障

語

機
程

に
当

能

障

の

能

障
及

要
る

害

機

能

害

状

障

害
び

事

状の膜鼓
）
態
右

合

類種の

伝

感

混

左

害障

１

音

音

害障
力

右

覚
聴

聴 及
域

態
音

状
話

の
会

ん

下

食
の

日

能

等
で

機

□

物
み

月

→

を
は

こ

の

咬
→
う

摂
十

曜

合

障

取
分

異

害

日

常

で
に

）

き
栄

こ
に
咬

そ

う
る
異

ゃ

い
摂

よ
合

し

な
養

し
に

・

め
が

そ
常

く

た
取

、
で

え

ゃ
よ

嚥
ん

機
機
そ

管
な

下
く
る

経
き

態

害

の
検

項

能
能
し

栄
い

所

記
の

及

の

状
査

を
□

」

所

態

及
見

入
そ

□

び

状

態 所

る
ゃ

レ

見

及

び

す
し

に

見

と
・

を

所

見

こ
く

印

び

付

え

け

嚥
。
ん

障

に

の

ら

能

さ

機

、

下

は又

害

聴

難

難

難

性

性

性

イ

）左

聴

聴

ベレ力聴
見
均

所
平

び
の ル）

め

の
の
ゃ

養
た

聴
こる

ア

経

害
害
機

行
、

障
障
く

を

障

い
栄

に

の

て
管

」

能

っ
併

す

」

。
を

入

害

る
養

記

て

と

入

し

こ

記

用

る

に

北

。と

。

こ

る

る

い

。

す

に□の目項るす当該の

語

語

け付を印レ

音

音

に

明
り

瞭

よ

うょ

オ

右

左

査検

度

る

ーメオジー タ 式型の

よ

査
）
に

検
。
音

力
と
純 査

果

検

結

る

の をかれずいのイは又ア

公道海

所

□
□

○

○

は又、

□

参

観

％

％

○

イ

参

え

嚥

所

ん

ア
参考
各

参

そ

経
法
そ

方
□

□す入記

内

報

鏡
他

記

視
の
見 上

検

入
の
る
記

査

す ）
の
。
内
と
枠
こ

１考参 と

察
エ

考参

考
食
２
摂
誤

・
ッ

こ

喉

口
口
う

検
ク

え
取

道

く

頭

腔
腔

嚥

う

ん

内
か
挙

の

入
摂
で

査
ス

保
ら
上

程

口
取
き

の
線

と

度

部
で
る

方
検

い

咽
持
ん

の
き
食

法
査

こ
頭
喉

の

う
へ
頭

状

毎

開
る
物

の
内

態

回

大
食
の
、

と
物
内

く
送

流
の
容

腔
う
り

２

込

回

動
内

の
み

に

物
容
固

閉
の

１

と
形

鎖

誤
物

の
状

回
、

状

え

程

嚥

態

ん

態

下

考

）
に

度
半

状

見

１
く

態

記

う

の

上
入

各

観

記
す

器

察

の
る

官

と

枠
こ

の

検

内
と

観

査

の
。

察

）

点

各器官の観察点

と
器

考

口

軟
声

な
官
る
の

各

唇

検
一

器

・
舌
口

査
般

官

下
が

が

顎

蓋

所
的

の

帯

く

い

見
検

観

：
：
：
：

査

察

運
形
挙
内

点

動
状
上
外

能
、
運
転

力
運
動
運

、
動
、
動

不
能
反
、

随
力
射
梨

意
、
異
状

運
反
常
窩
か

し
摂
著
他

口
に
の

動
射

の

あ
栄
が
で
限
み
制
の
い
取 がるきでが取

。
摂
る
養

２

、

、し意留に点察観の

号

え

嚥
ん

下

外

状

第

に態

の
関

、
固

送
す

数
形

り
る

回
物

込
観

に
、

み
察

１
流
点

回
動
、
食
ほ
）
とんど無し）

」に留意し、異常の部位、内容、程

の
異

唾
だ

有
常

液

無

貯
り

溜

、

ゅう

反射異常又は病的反射

誤
え

嚥
ん

で取摂くき大が険危の

つ

物食るき

てい

号

細詳

〕

）
）
に

）

度等を詳細

〕
に

〕

取摂・容内の



力

数

□
□

□

上
聴

入

波

記

筋

の

延
外
等
口

注
障

傷
髄

）
唇

意
害

、

、
機

、
・

］
の

口

認

い

能
し

、

腫
咽

ゅ

ん

定

が
頭
蓋

障
よ

瘍

具

筋

そ
具

□
□
□

る

□ 症

体
重
延
外
等
そ
し
体
重

な
筋

傷

し

的
症
髄

）

ゃ
的

機
例
無

ゃ

、

な
筋
機

、

く

い

く

例
無
能
し

腫
咽

ゅ

ん

頭
機

は
力
障

能
は
力

よ

瘍

そ

障

害

の

害
次

を
し

度
該

う

他

程
の
そ
い

る
く

後

等
す
ゃ

今

の
当

。
機

の

級

そ

参

□

ア

イ

こ

咬

そ

考
う

る

く

異

他

な

ゃ

合

の

と

し

常

平成

□

こ

咬
う

障
合

年

異
害
著

３

程
い

常
の
し

月

に

こ

よ

咬
度

い

う
害

に

切
又
裂

当

は
等

除

の

仮

た

こ

喉

に

等
う

の
天

球

て

お

に
頭
先

性

っ

痺

、

て

る
欠
異

麻

は

い

よ
損
常

あ

測

顎

の

及
ご

定

等に
後

び
が

し

よ
遺

顎
血
く

節

値

障

格

る
症

関

た

管

規

を

よ

の
を

よ

を

害

に

も
に

れ

含

る

含

る

そ

こ

咬

む

う

合

。

ぞ

む

オ

う

等

切
、
能

、
症
害

の
、
症

の

次
等

著
次

こ

喉
除
う

神

等
頭
著

の
の
仮

し
の
の

お
経

に
の
し

と
神
性

い
と

害
り
・

よ
欠
い

お
経
球

障

痺

を
で
筋

る
損
障

り
・
麻

害

で
筋
ひ

ひ

等

あ

」

あ
疾
及

い
あ
疾

顎
ご

よ

る
患
び

う
る
患

に

が

る
４

顎

。
に
血

。
。
に

く

節

る
障

る

も
級

関

よ
管

よ

の
を

の

と

を

も
害

も

の
）

見

障

著

。
む
む

、

含

は

含

失

等

度
喪

み

程
の

込

害
能

等
」

）

の
は
の
と
目
）
項
級
の
３
級

養
を
栄
印
管
レ
経
に
、
□

度
所
程
査

能

の
検

機

見

口

そ

唇・

こ

し
咬
う

合
ゃ

口
が

異
く

蓋
い

、

程
時

は

の
動

で

常
運

裂

び
安

下

及
は

上

度
又

が

顎

そ
静

く

の

し
位

う

る

合

日

し

害

そ

障

月

ゃ

が

曜

機

り

く

あ

日

能

、

）

等療治正

害

矯

障

科

の

歯

）

ジ

異

）

れ

。

ー

必を

び

メ

に

口

、

及

オ

常

、
く

腔

よ

う

タ

る

、

末

ー

し

経

測

、

の

と

神

で

舌

も

る

、

場

害

す

唇

た

障

定

口

、

よ

こ

口

合

に
が
る

と

蓋
い

頬

＋

も

。

、 、

２

の

４

口
及

い

、
）

し

）
。

値

そ

び

そ

く

腔

し

う

ゃ

末
し

し

ょ

ょ

舌

く

う

う

経
、

・

神

え

口

嚥
ん

よ

能

口
に

機

、
害

下

唇
障

が
る
蓋

又

い
も
、

は
こ

の
頬

咬
う

に
る
外
け
以
付

異

そ

合

、

そいな
）
の
。
法
と
方
こ

・くゃし
え

嚥
ん

機下

こ

咬
ゃ

こ

咬
う

う
の

係

状
能

関

の
機

合

合
く

察
結

態

観
察

形

を
観

や

態 と

を

こ

等

る
）

常

す
果

異

すと要

こるす

）

察

。

観

。る

北

は

し

＋

よに

ゃ

常

し

く

周

の

、

ゃ

く

・

類

式

術

類

種

術

手

種

障の能

〕
〕

．１

□

付
障
久

う

路

入

を

永

ぼ

尿

け
害
的

こ

変

ぼ
し
１

こ
両
３
、
認
に

う

向

う
、

）。と

〕

〕
別

ぼ

記

う

記

を

る

入

第

こ

求
小
も

上

４

う

め
腸
の

号

又

る
機
で

様

は

の

も
能
あ

式

直

注

道海 公

該
矯

に
当
科

式
、
歯

算
は

正

より

術

：

日：

式
□
□
□
□

腎
尿
回
そ

んじ

瘻
管
腸
の

うろ

瘻

他

ろう

年

腎
ぼ
）

□
□
腸結

じ

導

月

ん

盂
う

う

瘻
こ
管

うろ

瘻

日

う
ろ

］

］

］

う

う
方
の
必
定
造

機 障

）

機
の
各
要
の
設

能

更

象
れ

害

の

能
障
障
事
対
さ

を
及
を
と
る

ス

障
害
害
項

の

マ

及
併
び
記
な
も

ト

害
持
害
す
ス
に

び
せ
障
入
る

こ
マ
る

腸
つ
程
る
ト
限

直

つ

能
合
の
と
に
。

機
場
度 の

て

害
は
級

い

障
に
等
。

に
、

の
障
る

意

と
害
か

〕

の

腸

す
を
等

膀

の

うぼ

る
併
に

胱

機

こ

こ
せ
つ

う

又

能

と
持
い

は

障

場
詳

。
つ
て

直

害

合
細

腸

の

に
に

の

状

つ
診

機

態

い
断

能

及

は
、

て
し

障

び

、
該

害

所

必
当

の

見

治

要
す

算

報

の

し
を
等

定
値
療

、

適

、

応の 断
し
、

判
と 算

ち

す
該
う

要
当
の

を
て

に
計
れ

例
を
ず

症
式
い

る

１

つ
上
か

□

こ
ト
適

る
ス
不

す

無

□
□ 設

）
変
造

。
の
な

と
マ
切 所箇

。
形

ス

着

□

○

□

ト
長
が
有
理

辺
快
皮
位

マ
期
困

由
軽
の
部

お
わ
な

の
膚
及

に
に
難

）

態

込
著
大

け
た
状

見
の
び

い
さ

排
ス
の

み
し
き

る
る

処
マ
無

な
び
に

尿
ト
有

の

お

排

い
れ
に

、

つ
そ
欄

は

、
に
て

又

は
れ
い

尿

て
ぞ

該

便

当
い
、

排

該
つ
は

は

障
入
す

た

る
記
当

の

す
て

目

機

に
る
項

の

害
す
る

め

状

つ
こ

と
る

況

れ
害

さ
障

及

る
に

び

栄
つ

所

養
い

見

摂
て

の

の
定
取
認

事

方
す

項

法
る

を

等
こ

次

が
と

の

ど、
。

よ

ち

う

力
２

は
聴
は

て
、
又

い
し

医
ル
い

科
ベ
お

歯
レ
に

、 師
を
て
算
に
定す
よ
る
る

号

断

音
こ
診

の

外

。
書

が
と

第

び

取

及

聴

つ

ス
ん
い

理
用
に

い
ら
つ

あ
図

状
具
い

ト
が
て

の
装

の

能

装

周
る
示

態
の
て

マ

ち

の

に

持

て
。
□

を

い
と

記

印

、

み

レ

ら

に

の

改

障

め

に害

る

よ

。

意

で

書

な

見

き

号

合

出提

場

の

い



□

平

す

治

成

ス
る
ト
こ

困

年

マ
と

難

３

及
。

な

月

び
）

腸

：

：

日

式

術

術

手

２

□

□

． 機

の
類

種

腸

管
種

直

腸

術

障

ト
術

手

能

ス
・

類

□

□

日

害

マ
式
□
□
□

排
式

経

然
術

神
□

□

自

害
天

腸
術
手
尿
：

障
先

直

□

る

高

。

排

ト
と

の
因

ス
こ

度
原

び

機

及
）

尿

マ

瘻
ろ

び

日

う

らん

月

の

曜

部

日

位

）

示図を等

年

他のそ

空
上
下

：

］

］

］日月

・
・
・

腸
行
行 腸

ス
結
結

腸
行
状

年

回
横 マ

マ
ト
ト

マ
ス
ス

月

ト
腸

］日

：

手
：
日
代

性

の
式
術
型
：
用

術

ぼ

脊分

う
年

二

こ

：

う

例
きせ

椎

月

いつ

障

び

能

］

］
］

］

日

）等

示図を等位部のん

害

ら す

北

□

不

由

周
あ
て

理
□

□
□

無

の

示
ト
適

）
軽
辺
る
図
ス

快

位
る
の
な

の
皮
部
す
マ
切

形
設

込
の
及
こ
変
造

見
膚

所

の
し
大
。

箇

み
著
び
と

○

□

い
び
さ
。

な
い
き
）

難

マ
期
困

ト
長
が
有

ス

着
る
態

け
た
状

お
わ
な

に
に

処
マ
無

便
ト
有

排
ス
の

る

□
□
□
□

の
装
つ

理
用
に

カ
自
完
そ

尿
失

ー
導
尿
他

テ
己
全
の

時
施
常
時
の
常

ル
の
禁

テ
の害障能機尿排

置留
行

応対・態状

道海

１

公

腸
に
腸
高

に

マ

び

級
□

□

つ

ス
ら
に

当
管
お
管
度

該

障．３

マ
が
い

ト
ん

そ

程

□

□

害

□

状
具
い

例

の
先
手
小
手

度

□装
態
の
て

る

高

□

腸
こ

度
原

瘻
と

の
因
先

うろ

及
。

排

天

〕

瘻
うろ

の

□

孔

射

の

因
放
□
そ

原

報

る
ス
て
ス
排

す
の
い
の
の

害
マ
便
マ
機

障
ト
排
ト
尿 害

尿
は
持
障

）
に
又
を
能

処
か
あ

変
尿
、
が

路
排
ち

理
つ
る

向
し
ト

）
著
ス
の

更
が
、
も

他
天
術
腸
術

の

ス
く
マ

の

肛
日

等

：

こ

二

性
日
う

分

鎖
：
門
：

級

吻
ふ

肛
こ

脊
き

う

ん

せ

椎

に

合

いつ

肛る
年

年

）

す

等

対

術

うこ

］

］

術
日

日

成形門
月

月

ら

能

患

び

機

疾

び
）

便

性

位

す

部

因

の

害

起

ん

障

に

す

害

示

障

図

経

を

神

等

る

患

：

疾

数

］

：名

害
名
障
患
線
疾
他

］

］個

：

を
な
け

マ
難
お

ト
困
に

］

処

持
が
便

せ
態
排

併
状
る

か
も
が

、
る
理

ち
あ

号

つ
の
著

外

い

く

、

し

第

ず

困

膚
週
が
そ

皮

便
□

□

し
回
著
２
要
他

の
に
必
の

が
期
ん
定

ら
の
び
上

い
以

便
完
軽

排
□
□ 込

障
失
見

能
便
の

機
全
快

・

い

態

な

状

の

の

み

害
禁

。
そ

腸
態

皮
及
と

状
□

□

瘻

軽
膚

ろ

び

う

の
著

。
他

大

に

快
の

）
の

に

る

込
い
さ

け

見
し
き

お

な
ん
い

内

の
ら
つ

腸

み
び

図

の

い
が
て

容

瘻
大
一

腸
□
□

うろ

容内腸のら
分
分

か
部
部

洩の
も

れ

難

の

状

か

な

号

ト

及

ス

態

手
。
用
る
な

あ
的

〕

肛

摘

こ

対

う

の辺周

応

門

〕

瘻
る
示

排

腸
あ

ろ

泄

う

処

周

す

のれ

の

の
位
こ

理

辺
部
る

態状



１

次の

ヒ

用

確

査

抗

染

検

の

感

の

□
□

第
事

免

記
の

ト

別
）

腸
治
高

号
を

不

４
項

疫

□

度

様
次

全

の
よ

イ

又
困
の

式
の

ウ

管

ヒ
う

ル

は
難
排

は

難

な

に

□
□

□

□

級４

度

当

高
尿
尿
な
治
状
高

該

態

変
態
困
又
の

す

度
路
路
状

排
向
向
又
難
は
排

る

の
変

難

難

な

に

□

□

級
□
□

３
管
管

な
尿
な
治
状

該
腸
腸

態

当

変
態
困
及

す
の
の

状
路
状

が
向
及
難
び

る
ス
ス

態

平

□

成

る
尿
排

年

路
尿

３

変
処

月

向
理

ク

日

び

ス

認

及

体

う

ー

び

の

リ

及

ち

ニ

そ

い

ン

の

査

方
染

れ

検

認
感

ず

グ

確

結

認

つ

の

確

１

法

法
を

か

に

ス

尿
な
尿

た

検

果

し

の

瘻
能

免
改

に

路
腸
機

ト

ろ

疫
め

よ

変
う

。

免

あ
害

不
る

る

向
が
障

全 イ

の

）
も
は

ウ

疫

更
る
又 な

ス

能

ス

度

ル

機

の
の
高

の

を

便

よ

害

マ

排

に

障

ト

高
尿

障
つ

能

免

状

持

機

る

尿

は
な

能

）

機
更
更
高
腸
度
機

害

瘻
の

ろ

能
）
）
度
う

あ
尿
害

障
の
の
の
が
排
障

ト
ト
便
り
機
が

害
ス
ス
排

障
り

あ
マ
マ
機
、
能
あ

が

持
障
つ
害
、

る
に
を
能
か

ち
害
、
が
か

も
治

瘻
る
、

困
、
が
腸
あ
つ

の

ろ

難
か
あ
う
も
お
の
度

な
つ
る
に
も
高

あ

び
な
高

障
ト
ト

腸
、

に
を

る
更
高
腸
度

害
マ
マ

瘻
の

）

ろ

も
）
度
う

尿

路
ち

の
の
の
が
排

尿
持 か

ト
便
り
機

変
、

ス
排
あ

を
能
か
障

つ

マ
機
、
能

向

、
が

）
ス

持
障
つ
害

更
、

ス
マ

、
が
腸
あ

の
ト

ち
害
瘻
る

ろ

か
あ
う

お
の

マ
お

つ
る
に
も

ト
に

が

、
も

日

）
し

更
著

月
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み

数

と

計

所

有

有

有

有

有

る

の

・

す

状

・

・

・

・

・

・

有

ん

有

有

）上以回２に内以 ・

・

・

有

海

。と

無

こ

道

１
２

別

改

記

こ
こ

め
別
第

る
記

公

の
の

附

。
第

規
規

号

則
則

様

則

は
の

号
式

無

無

無

無

無

無

式

、
施

様

練

犬

記

訓

助

別

活
業
業
介

事

訓

第

業

練

こ

無

有

」
若

式

業

様

事

号

活
援

別

生
支
宅
談

。と

無

援
業

第

支
事

記

無

無

無

無

無

式様

業

号

事

記

記

記

別

、

別

別

別

に

無 記第

第

第

第

健

様

・

様

様

様

号

保

号

号

号

定指

無

無

無

式

老

式

式

式

記別

当
院

第

担
病

式

の
診

様

療
は

号

医
又

報

際

次
除

成
の

を
削

平
行

の

の

に

月
こ

う

４
に

よ

年
現

ら
に

る

か
則

め

日
規

改

１

に

し

中

す
改

行
る

施
よ

。

、

くは

身
身
身

は

導

障
障
障

又

聴

体
体
体

体

訓

者
者
者

身

犬

害
害
害

害

事

宅
談
活

障

練

居
相
生

短

」

活
援
練

者

業

生
支
訓

入

改

援
業
業

期

に

支
事
事

第記別び及

老 」介

中式様

」

号

人

中

中

そ

体
体
体

身
身
身

）

の

中

条

定

を

５

中

指

」

薬

第

２

訪

局

問

の
健
・

定

を

護

保

」

を

看

健

指

９

事

・

業

介

健
・ に

者

護

申

第

等

）

類
所

中

種
療

指

」

請

条

、

申

は

）

又

更

院

変

病

の
）

改

定

に

指

」

所

書

療

請

診

障体身の
。
前
る
正

担

め

福者害

号

法祉

外

施

第

行

業

。

」

事

る

業

所

め

事

細

を」

を

身
身
身
介
聴

障
障
犬
犬

、

体
体
体
助
導

練
練

体

害
害
害
訓
訓

身

障

害

居
相
生
事
事

障

者
者
者

短

生
支
訓

者

宅
談
活
業
業

害
害
害

障
障
障

期

活
援
練

訓

宅
談
活

居
相
生

者
者
者

業
業

支
事
事

活
援
練

生
支

定

に

」

を
」

業事援

請

め

」

改

・

申

改

書

に

健

」

。

る

」

書

る

を

め

老

療

を

医

。

を

機

健 」

療
定

指

介

医
指

関
薬

・ 改

関
問

申
）

に

機
訪

定
局

医

。

当

る

護

書

め

指
看

請

請申）更変の類種の療

則

」書

の

号

に定規 基

事

事

所

援
業
業

入

支
事
事

は

に

又

」

業

業

体
体
体
助
導

身
身
身
介
聴

害
害
害
訓
訓

障
障
障
犬
犬

居
相
生
事
事

者
者
者
練
練

改

請
業

に

。

申
事

」

る

定

を

」

。

）

る

等

め

書
者

関機療医



別

別

め

記

第

別
記

第
る
別
別

第

記
第

。
記
記

条

４

第
２

条

第
第

号

４
号

削
中

１
２

様

号
様

除

号
号

式

様
式

の

様
様

か

援

式
式

式
ら

護

中
を
削
か
別

施

次
除
ら

第

第

に
す

５

相
第
、
る
第
第
条

談
３
別
」
４
５

条
か

を

所
条
記
に
条
条
ら

次

長
中
第
改
中
か
第

に

２
め

ら

の
９

よ

委
支
号
る
第
第
条

う

任
庁
様
。
１
９
の

に

す
長
式

条
条
３

２

る
は
の

」
の

第

の

２

項
の

法
規

条

に

限

法
の
を
法
第
定

権 の
次
第
規
除
第
条
よ

定
く

委
に

１
あ

任
掲
条
に
。
条
第
る

及
１
項
っ

）
げ
第
よ
）
第

事
項
あ
び
項
第
せ

る
１
る

北

知
第

海

的
２

知

道

知
障
条

的
平

規

的
害
を

障
成

則

害

障
者
次

第

害
福
の

者
年
福
３

者
祉
よ

号

福
法
う

祉
月
法

法
と

づ
祉
こ

施
日

祉
施
に

て
施
を

い

平

作
行
妨

成

成
細
げ

さ
則
な

年

れ
の
い

３

て
規
。

月

い
定

記

設

支
の

別
第

」

よ

記

を

庁
う

第
号

に

様

の

長
改

号
式

知

」
め

様
の

的

を
る

式
３

障

。

の
ま

害

市

３
で

次
除

護

を
削

援

町

で

者

ま

改

施

村

ま

め

。
、
判

を
３
で

法
定

ま

内

２
を
削
。

第
案

第
で

る

よ

第
を

」
の

条
書

条
次
除

知

め
に

項
該

改
う

２
当

に

障

。
め

を
的

る
改

」

法
の
１
ん

町
者

。

市
害

る

は
１
せ
第
規
号
、

務
第
っ

定
の
調

、
号
ん

よ
定
又

支
の
、
条
に
規
整

定
整
１
る
に
は

庁
規
調
第

る
請

に
に
若
項
費
よ
要

長

く
２
の
連
に

委
よ
し
第
用

る

す
連
は
号
負
絡
係

任
る

の
の
び
も

る
絡
要
イ
担
及

改

び
又
規
決
調
の

。
及
請

行
則
る

細

施
細
め

行

法
行

の

細

。

則 部

の
和

一

則
昭

を

一
道

す

改
海

正

を
北

改

部
年

則

る
則

規

す
規

る

正

る
に

日

用
か
紙
か

月

が
わ

曜

あ
ら

日

る
ず

）

に
成

合
平

場
、

お

長

よ

設

の

は
月

て
６

い
年

改

改

下

に

に

以

」

う

設施

。

。

護

る

る

援

め

め

付
長
交

村
に

。ういと」

ば
９
れ

第
け

法
な

、
し

は
」
」
い
項
な
５
ら
第
な

条

限

調
は
定
定
整
に

、
を
に

第
よ
関
に
る

整
法
に
に
等

る
す
関
。

等に

情
こ
る
は

関
条
実
る
す
）

と
北

る
１
の
と
こ
、

す
第

と
第
握

海

こ
項
把
。

２
に

法
道 心

法
号
関

第
立

第
の
す
措
る

条
身

を

規
第

条
置
こ

の
障

こ

則

布

海

一

公

北

の

に

）

こ

号 の

。

事

次

る

知

を

す

道

部 改にう

堀

よ

、 に
間

則
の

規
で

の
ま

こ
日

正
調
改
な
る
要

よ
必

北

」）

体
て
身
し
の
を
後
整

改に

海北

第

こ

北

道

７

の

海
平

規

規

道
成

附

条

則

第

則

立

第

は

高
年

則

２項

、

等
３

号

中

平

技
月

改

の
同

も
と
と
の
と
も

北

北
正
第
住
項

海

海
す
６
所
各

道

北
道
る
条
地
号

規

海
障
。
第
の
及

則

道
害

１
最
び

第

障
者

項
寄
同

害
職

中
り
条

号

４
係
。

第
者

の
に
と

４
害

に

次１
も

項
合

第
る

１
総

正
表

の

海
平

改
別
に

こ

北

規

道
成

附

す
第
、

る
１
特

則

障

は

害
年

則

職
月

中
実

、

者
３

。
号
許

。

也

るす

達

正

施

平

北

北

海

海

こ

北

道

北
道

の

海
平

規

海
創

規

道
成

則

則

創

道
造

第

創
的

は

造
年

、

的
３

造
中

号

平

中
月

海

福
る
者
す
害
用
障
使

道

記別

別
第

記

公

附

第
号様

則

号
式

式様

成

術専
日

安

運

長

月

院

所

４

学

定

年

門

か

規

を

日

営

」

１

部

職

行

一

共

施

の

公

ら

則

者
業

の
第

安

る

を

業

す

業
力

に
共
項

職
能

次
公
２

力
発

げ
業
削

能
開

掲
職
を

発
運

書
定
。

開
校

る
安
る

則

を

運
規

」
長

校
営

類
所

営規

以

の
和

記

則
昭

別
下

そ
費

成

業能
日

の
」

月

発

」
加

４

開

他
を

年

力

る

１

校

を
え

許

ら

規

特

か

営

、
。

日

運 部

費

す

一

施

行

の

実

施

則

的
小

そ

る

成

小企
日

中
企

業
成

４

育

企
育

年

業

小
業

日

例

成
例

１

条

育
条

月

成

施
規

ら

行

例
行

か

施

条
施

す

の

規

行

則

行
則

施

規

る

一

則
昭

報

め改にうよの次
除
を
削

る

長

す

所

正

定

。

改

。る

こ

海

め

を

北

改

則

に

規

」

堀

布公

事

に

知

。

こ

道

る

第
安

るす

一

様
長

を
北

号
所

部
年

２
定

す
規

の
と

正
道

式
」

改
海

海

規
第

康
う

北

る
則

健
い
診
。

道

則

」
を

事

）

書
」

知

号

断
）

堀

一

に

の

」

正

他

改

の

。

を

部

、
校

同

を

、

則

め

規

改

る

に

す

中

布

号

公

２

に

第

こ

表

こ

。

部

の
和

す

を

一
道

す

改
海

正

を
北

改

部
年

則

海

る
則

規

北

す
規

る

正

を

道

規
第

こ

知

則

布

一

公

堀

の

に

）

こ

事

号

第外号

を

長

也達

。

よ

志
改

達

の

校
に

次

入
」

に

者
、

也

う

願
め

す

部

の」）。る

。

限

る

う

也

よの

。

達

次

る

を

号



を

要

６

７

納
こ
既
が

平

民
土
付
れ
に
あ

成

法
曜
期
ら
納
る

日
限
の
付
と

年

明

前
日
し
認

３

治

に
ま
た
め

月

学
で
入
た

は

２

３

４

５

年

生
に
学
場

学
授
前
に
第
、

れ

入

る

期

許
院
業
項
あ
１
こ

ぞ
前
学
に
可
長
料
の
っ
項
れ

れ
項
め
規
後
は
に
規
て
、
ら

納

、
つ
定
は
第
の

な
定

定

け
す
日
経
い
に
３
２
規
又
に

れ
る
以
済
て
よ
月
項

ば
納
内
的
は
り

第

日

を
第
加

第
第

ま
条

え
授

９

料
授
に

条
条
授
条
る
業

で

料
第

の
業
、

第
第
業
を
。
納
料
条

３
３
項
項
の

方
、
第

中
に
納
条

付
は
例

次
付
と

２

安
の
を
し

法
年
４

第

１
第

４
に

８

第

号
２
前
条
は

条

付

条
学

様
号
項
第
り

８
入

場
項
け

を
志
学
式
様
の
２

入
の
合
第
る

次
願
院
の
式

手
入
学
健
に
１
こ

の
の
に

。

う
続
学
願
康
お
号
と

よ

す
第

正

に
）
を
書
診
い
に

立

中

北
道
。
条

海
る
１

北
道
高

海

条

等
術

３

高
技

第

立
等

）

技
専

日

律

退
め
定
は

法

が
納
検
合

月

第

学
な
料
、

曜

又
け
、
こ

日

号

は
れ
入
の

）

第

学
な
料
り

）

停
ば
学
限

す
ら
及
で

る
な
び
な

合
。
業
。

に

場
い
授
い

条 す

、

は

定

は

料

規
か

な
付
に
理
、
納
日
は
か
項
わ

ら
期
納
由
納
付
と
前
、
に
ら

な
限
付
に
付
期
し
を
分
規
ず

い
を
し
よ
期
限
を
変
割
定
、

。
過
な
り
限

れ
業
変
更
し
す
こ

ぎ
け
授

ら

か
ば
料
更
す
て
る
れ

て

付
付
の

ら
な
を
し
る
納
納

又
合
す
期
日

入
ら
納
、
場

い
す
は
の
る
限
の

学
な
付

条

た
。
る
分
納
場
が
翌

し

り
第

期
第

定
１
怠
、

）
２ に
２

所
号
長
を
、 促
を

付
第

」
加
督
条

納
項

る
を
第

す
３

を
え

る
号

公
。
受

職

て
と

の
規

共

け
条

も
に

安

な
、

し
す

業

も
し

と
定

前
授

定

お
第

、
る

所

納

、
定
を

改

志
、
断
て
規
）

す
期
を
普
す
添

め

願
短
書

入
て

。

る
課
添
通
る
え

る

は
に
て
程
学
提

者
程
え
課

志
入
定
し

、
あ
、
に
検
出

の
け

事
て
望
学
料
な

知
っ

定
別
る
志
額
れ

の
は
す
を

院
す
相
な

め
記
学
願
に
ば

門
院

専
学

を

術
門

」

る
第

則
運
規

下

院
営

以

学
運

。

営規

条 と

の
和

」

則
昭

例

一

返

る

退

、

を
北

う

部
年

い

い

停

な

は

し

日

又

還

休

学 属

し

の

だ

日

た

の

。

学

北

次
日

分

長

期

院

る

学

す

、

し
期
の
の
を

学

こ
割
付
合

付

の

が
て
限
分
各
納

生

と

、
回
の
期

入

困
納
は
割
号

の

で
さ
前
数
い
限

学

難
付

６
れ
み

日

あ
せ
期
は
ず
と

と
こ
あ
回
か
な

の

る
る
に

日
。

す

認
と
っ
を
の
す

属

ら
で
は
度
に

る

め
が
て
限

月
す
当

分

れ
き
９
と
該

期

分
料

長

付
条

期
業

の

る
る

５
年

に

し
第

は
の

」

を
を

改

な

の

め

い
条

月
額

る

者
と 第

で
の

、

ま
分

。

し

日
２

に
１ す

次

期
当

の

後
相

条

、
に

す
な

期
１
の
る
当
ら

に

分

ま
様
院
は
る
い

日
号
学
者

の
に
入
面

で
式
長
、
額
。

の
出
願
北

、
２
提
学
の

に
学
な
に
道

通
入
し
書
海

普
書
れ
学
入

程
願
け
入
収

課
そ
な
定
紙

あ
に
ば
検
証

に

）

改
海

。

て
れ
ら
料
を

っ

第

条

る
則

６

す
規

第

正
道

」

規則
部

。

一

る

の

め

）

改

号

に

の次を

海

料

必

業

に

授

特

の

が

道

表別

公

る
す

高路釧１第

授

学
。

き

料

に

、

と

業

生

日
。
る

高
学
幌
門
札
専

、は

係

後

額

次

は
る

術技等
院

の

そ

３

月
を

条
第

す
る
別

る
場
表

条

１

雇
げ
前
学

額
合
第

掲

入

の
、
札

用
る
各
料
入
面
は

納
料
北
そ
幌

対
給
号
の
学

金
掲
付
は
海
の
高

策
付
に

は
ぞ
な

入

法

記
別
。
例
願

別
れ
い
条
学

第
記

第
書

い
地
と
雇
場

さ

り
つ

る

る

て
方
す
て
方
こ

合

れ
地
課

法
に
保

い
税
る
非
税
ろ
用

世

得
税
の
よ
険

る
法
所
課

改にうよ 第

でき
条

の
院

活

料
学
。

業

る
生

授 除
は

護

免
長

保

報

気

ク
科

売

技

エ
術

販

電

等

リ

テ

門

テ

ス

工

専

ス

シ

術 項の

技

科

科

院

ア

ム

学

学

よの

年

年

年

次

１

２

２

を

子

築

子

築

精

金

電

建

電

建

刷

備

機

加

工

技

印

設

密

属

科

科

科

科

科

科

械

工

学

術

年

年

年

年

２

２

２

２

２

２

に
げ
方
、
道
都
等

年

年

納
術

昭
限
る
法
入
収
度
技

式
証
付
専

和
る
場
）
学
入

。
合

に
な
学

年
）
の

の
紙
し
門

支
か

ま
よ
け
院

法
の
ほ

日

ば
項

第
給
、

で
り
れ
の

律
を
こ

に
納

受
れ

条
付
な
を
な
の

）
け
ら

例
し
ら
次

号

準

４
け
い
よ

に
る
に

第
な

法

規
者

帯
昭
割
と
規
り

れ
に
除
昭

を
和
を
さ
定
免

除

和

除く
年
く
て
よ
さ

る
市
た
年

。
法
。
い
る
れ

に
第
号
世
町
者
法

）
律
次 に

帯
村
と
律第

属

お
に
民
同

す
号
る

い
属
税
一 世
）

の
者

て
す
を
の
号

）
じ
者
災
帯
に

規
で

同
る
天

）
、

法

定
あ

が

和

生

昭

学 の

第

号

律

各

法

の

年

次 い

に

エ
術

う

か

に

れ

）

ず

号

ア

。

リ

る

テ

め

ス

改

ク
科

技

－

－

号

１

外

－

－

年

第

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

に

定
で
ず

条
れ
。
う

－

－

る
場

２
な

改

す
あ
る

第
ば

第
な

る

職
場
合

項
ら

め

る

号
。

転

し

２
い

。

業
合
と

付

事

規
だ

給

知

に
た

換

て め

る
年

認

す
、

金

が

定
し

に
規

場

学
の

法

る

入
度

同

）
あ
の
属
定

に
る

。
で
そ

る

る
合

が
る
他
す
す

よ
場

の
合
別
者
技

市
そ
場
特
る

と

事
あ
習

村
者

の
で
能

町
計

に
場
手

税
生

情
る
得

民
を

よ
合
当 給

第
に

市

支

法
一

り

の

同
す

町

る

村

を

る

を

す

護

当

保

該

る

に

よ

授

る

、

い

は

て

合

け

場

受

を料

帯

業

世

免

そ

号

人

人

人

合

料
途

第

人

人

人

人

人

人

の
中
に
入

第

額
に

条 に

当
す

号

相
学

例

る

の
の

条

け

条
者

の

受

に
て

定

で

定
べ

で

者

規
す

る

護

す

保

除

の

よ
に

め

あ

が

止

と

停

こ

を



住

最

志

願

格資得

職

取

者

氏

第

短

推
受

な

学

がり

終

ふ

志

・
学

期

１

２

薦
験

志

第

程

１
・

望

望

望

第
院

課

志

集
科

志

訓

募
練

の

次
訓

別記

別

た

北

第

記

＊
方

１

第

当
は

海

号

１

該
北

様

号

年
海

道

式

様

度
道

式

に
収

収

を
第

お
入

路
門

釧
専

次
８

平

高
学

成

等
院
技

年

術

月３

建

自

番便郵

勤

）
名

所

歴

歴

名

所

月

話

月

電

先

年

号

年

務

望

の
名

）

地

生日

校

在

学

志

練

入

科

り有望

学

名

技

望

等

志

高

・

願

門専

科

科

し

術

な

書

学

い
証

入

の
条

て
紙

よ
関

、
の

証

う
係

一
は

に
）

度
り

紙

改

、
付

め

北
け

は

る

海
は

。

道
不

り
立
要
高
で

付
等
す
技
。

け

築

動

日

技

車

月

術

整

曜

備

日

科

科

）

自
至

自
至

自
至

年

年

２

２

月
月

月
月

年
年

年
年

年
年

年

日
日

日
日

日
日

月
月

就

女

卒
卒

）

業

）

程

歳

－

課 ・
見

期

業
業

男
・

こ
真

修
込

３横

年

の
を

了
み

間

セ

大
は

・
・

ン

き
る

中
修

職

写
チ
真
メ
）

月

さ
こ

退
了

務

ー

院

程課通普

あ

）

んせっ

科 縦

公共

公

セ

職

共

ン

業

職

×
チ

安

業

ーメ

術
）
専
欄
門学
割
院
印
の
す
普
る
通
こ
課
と
程
。
を
）
受験さ

－

－

北

氏

住

最

志

得取月

－

－

の
と

見

の

り

終

ふ

ト

写
。

込

内

撮

ル

）

み

容

影

記別

志

第

第

普

別
第

通

１

２

記
１

志

志

第
号

望

望

望

課

１
様

程

号
式

の

様
の

定

安

式

ト

所

定

ル

し

い
・

２

３
４

５
６

名

所

志
て

当
る
訓

記
護
は

望
く
短
該
方
練
保
入

、
名
者
、

す
だ
期
年
は
科

る
さ
課
度

れ
海

北

職

は

北

私

１

護

者

注 収

学

立

道

貴

道

海

、

海

人

人

道

保

公

氏

郵

）
名

所

歴

な

学

が

りふ

月

話

月

電

年

号

年

番便

訓

日

校学

２

望

次

志

の

志

練

次
８
に
第
入

科

り

様
係

有

１
関

望

の
条

学

名

望

加

志

を

・

式
）

願

を
」
黒

。

科

科

し

る

な

え

学
い
程
に

は
ン

院
。
の
お
推
記
欄
イ

て
・
し
、
ク

に

志
い
薦
入

は

２

」
、
第
て
志
又

第

望

次
だ
者
黒

志

欄
１
１
く
願

の

、
以
募
さ
が
ボ

望

は
度

。
成
ル

普

該
上
集
い
未
ー

課

す
北
受

年
ペ

通

当
、
の

道
学

場
を

程

る
海
験

の
ン

紙

業

入

証

に

年

入

院

の

箇

技

ず

た

等

必

し

月

高

は

学

門

と

で

専

紙

の

日

術

台

い 書

院

印

係

学

割

関

が

を

押

類

長

報

）
名
な

）

生

）歳齢年

・
女

卒
卒
）

）

程

歳

－
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見

業
業

男

こ
真

修
込

３横

年

の
を

了
み

セ

大
は

・
・

ン
写

書 程課期短

あ

）

んせっ

縦

公共

公

セ

職

共

ン

高
・

の
い

訓

所
立
院

合
用

記
か

科

○
等
訓

み
、

練

を

あ

で
術
科

入
い

が

印
技
練

門
」

て
で

る

囲
専
名

し
書

だ
寧

合

で
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欄

く
丁

場

ん

、

だ
の
、

さ
に

は

く
院
に

通
初

。
い

当

さ
普
最

い
書

程
受

く

訓

。
課
に

て

該

い

て

す

話

え

）

電

添

様

印
練

と

務

出

名

こ

自

勤

提

氏

る

志
と
関

。すま

。

宅

先

し

号番便郵
所住

願

第外号

き
る

中
修

チ
真
メ
）

月
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こ

退
了

ー
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と
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撮

ル

業

職

×
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み

影

チ

安

業
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定
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ト

所

定

ル

名
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さ

科

を
験

だ

名

所

て
院

記

し
学

。

を

験
た

い

者
の
係

入

号
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ふ
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３
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記
２
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第
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記

２

な

様

）

普
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入
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式

通
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８

程
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黒
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１
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注

学

立
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望
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護

院
。

に

年
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る
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願
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が
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得
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番

日

号
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・

・

）日曜

話電
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志
は
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条
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健
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志
又
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望
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ク

よ
関

め

は
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黒
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欄
願
は
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）

、
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ボ

康

年
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成
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。

該
未
ー

る

る
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ン

男

す

診

を
の
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所
合
用

生

箇
場
を

２

し

月

高

第

学

に

業

入

年

の

の

日

術

望

い

技

志

た

等 院

課

係

学

期

関

門

短

で

専

電

添

様

訓

を

の

類

長

程

書

名

）
名

話

え

練

先務勤

歴

所住
）歳齢年

・

・

）

右

左

視

力

地在所

北

月

印
記
か

○
み
、

・

・

－

断

ん
て
で

日

囲
し
書

で
入
い

で
く
丁

書

い

さ
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書
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に

く
だ
寧

科

さ

月

だく
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て

年

い
。

務

出

名

あ

自

勤

提

氏

が

て 。

は

す

合

ま

場

宅

先

し

る

係

練

願

訓

志
と
関

該当、
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至

自
至

郵

名科

者
の

日

日
日

月

月
月

年

年
年

号

期

年
年

年

業就

自
至

自

年

務職間

日
日

日

月
月

月

海

）
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道

改

北
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２
３
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平

査
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所

記

の
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び

上

そ
診

主
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お

の
項
見

との

査

圧血容内の

症往既な

報

調
事

担
金
負
担
業
負
事
業

日
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則
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付
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業
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又
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を
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第

北
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則
る

道

号

号

事

）
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第

部

堀

一
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い
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正
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。
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も
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か
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、
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す
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書
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則
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い
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規

て
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書

の

こ

し
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で
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を
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が
て

納

に

く
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い

滞

こ

い
き
だ

ど

布
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く

な

公

医
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を

る
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さ

」

す

師
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見

）
名
名
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在

氏
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機
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接

常

直

異

ッ
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し

）
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を

月年影撮

次

号

也

うよ

達
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。るえ
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。
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費
計
項
２

」
し
換
の

同
事
の
画
と

成

の
計
額
を
、
算
そ

表
業
総

注
画
」

同
面
れ

の
は
れ

の
明
に
調
表
積
ぞ

書
め
面
注
、
の

１
細
改
査

位
査

事
」
、
積
の
単
調

の
に
同
」
１

）

配 中表

積

の

面

項

算

の

換

分

を
長
改
所

村
地
の

町
土
所

市
区
地

良
在
に
、

第記別

あ
名

平

１

成

号様

年

式

３

中

月

域
積

中
改
事
に
の
区
面

項
め
項
、
事

作
、
を

項
ご
に

次
の
算

業
同
同
単
の
と
換 面

別
表
表
位
注
区
次
、
積

事
の
の
地
に

率

業
注
４
を
１
、
を

計
の
の
」
の

乗

画
３の
の

事
う
た

を
事
事
単
項
の
じ

」
中
と
区
加
ち
面

項
項
位
を

調

概
調
況
査
予
調
備
査
本
査
調

調 査 面

っ
称
は
び

て
及

主
表

、
代

る
の

た
者

作

務
名

事
氏

業 別

□印

に

算
積

」

事

換
面

平

日

成」

月

を

曜

削

日

り

）

、

域
え
本
積

住
名
代

者請申

し

査
合

面
事
、
」
る
調
の

査
費
表
改

、
計

積
業
同
に
。

と

」 、
額
注
、

、
す

に
総
の
め

る

を
２
事

及
。

」
の
同

の
項

び

地籍

う

査
担
項
同

の

調
負
事
を

業

の

ち

事
事
中
表

に
作
注

地

業

地
等
籍
作
図
成
数
報
値
化
情 集成図

」

積 ）

同、

計

況
査

め

概
調

改

業

式

備
査

様

画

予
調

の の

過

ス

業事

シ

年

）

２

当

称
表

及

化

集

容

ム

内

年

テ

は
名氏

又
所

者

北

す
別
３

図

画
要
業
の

籍

計 を
経
業
事

作

る
事
の

等

」

合

記
る
別
め改

補

様

償

号

役

補

公

１第
。

、め改に

式

害

用

報

旅

需

使

備

共

災

２

を

」

び

成

帯

度

安

精

委

備

賃

附

１の費経 接

用

賃

報

需

旅

使

直

費

海

□印」

道

記別
。る

公

課

３

ん

の

て

式様号１第

予

償

計

別

賠

目

び

費

及

務

表の項の書調算

費

金

費

償

賃び

償

用

品

済

補

及料

託

品

費

費

費

料

費

費

費

借

費

費

料

費

費

金

理

経

全

管

料借

目

賃

経

び

償

用

及料

予

費

金

費

費

費

報

の書調算予別目費３の

円

中項事の注の

表の項

円

円

円

円

円

円

を」費入購品備

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

備

円

円

円

円

円

円

額算

る限に分部の外以注

号

。

外

）

第

次を の

考

に」費品備

よ

号

改にう め



単
区域

計

位
名

平成

精度

年

縮

３

尺

月

□
１
２

１

印

込

先

来

に
理
振

込

出

」

振

先

金

高

、
由

機

関

７

融

機

書

第

金

融

調

」

関

の

条

別
別
申

記
記
請

第
第
者

４
５
号
号
住
氏

様
様
式
式
所
名

の
中
別

法
名

精

在所

位
名

の

域

所

単
区

称

縮

名、

度

地

長
改

第

村
地

記

町
土

別

市
っ

中

あ

式

に

様

区

号

良

３

日 月

概
調
況
査

曜日

予
調

）

備
査
本
査
調 地

等
籍
作

名

称

を

の

名

調

第

口

金

条

び

預

７

及

第

称

査

に」

号

項

番

別

２

座

種

面

口

、め改

紙
平
人
称

の
成
に
及

表
」
あ
び

の
を
っ
代

注
削
て
表

の
り
は
者

事
、
、
氏

項

そ
名

中

の

計画

」

高

を

び及

尺

表代 名

況
査

氏

概
調

の

計

調

者

予
調

調

改

本
査

に
」

査

備
査

削

た

を

主

」

、

成

は

平

て 務

、

事

り

る

請

□

申

印

住
氏

者

図
成

数
報
値
化
情
集成図

換
面
算
積

北

積

概
調

座

由

号

理

番

」

）

を

出

」を

市町

計

村

画

長

」に改める。

る

面

め 。

化
数
報

図
成

籍
作

積

地
等

値

所
名

画

）

情

海

況
査
予
調
備
査
本
査

道

調

公

地
等
籍
作
図
成
数
報
値
化

来

に

る

第

所

、

す

記

め

別

住

改

高

に

様

氏

式

合

号

様

場

６

同

記

式

の

注 ２振込先

図成集

金

同

況
査

、

概
調

進

作

め改 式

予
調

様

□

別

ち

の

備
査

印
を
」

様号４第

所
名

記別

住
氏

式

報

情
集成図

換
面
算
積 概

調
況
査
予
調
備
査

載

中

別

す

名

紙

る

平

の

）

別

。

を

業

と

」

作

こ

成

１

、

□

来

り

出

削

印

差

書

を

調

」

高 の

市

融機関の名称及

普
当

び

通
座

口座番号は

表の

調

紙

本
査

業

ょ

注

く

部

籍
作

の

地
等

外

別

以

値
化

限

数
報

に分

図
成

中

情

％

る

り削を」成平

を
」

、
市

本
査
調 地

等
籍
作
図
成

号

数
報
値
化

外

情

第

集成

町
土
所
項

引

在
の

長
改
所
次

村
地
の
を

区
地
よ

良

増

め

っ
称
改

あ
名
に

に
、
う

て
及

減

者
主
表

、
代
。

」

は
び
る

、

る
の

た

口座振替払を希望

成

を

集

）

率

）

。

め改に

め改

考

に

備

うよの

図

次

改
所

村
地
の

町
土
所

。る
称
あ
名
に
、

区
地

良
在

長

者
主
表

、
代
は
び

て
及
っ る

の
た

図

換
増
比

号

算

率
減
面積
の
％）

事
氏

）

務
名

□印

務
名
事
氏

。る

」

□印

に
」



２

品

償

用

帯

備

賃

報

旅

需

附

及料

度

用

需

旅

使

安

精

委

。

１

るめ

用

全

管

託

改

償

接

賃

報

直

費

経

担

経

同

負

る

負

た

、め

業

の

式

事

費

事

費

様

実

担

要

額

別

に

総

に

総

の

業

の

の

す

し

紙

要

額

第記別

平

６

成

号様

年

式

実

３

の

月

別

円

円

円

費

費

金

費

費

費

経

費

費

料

借

理

賃び

円

円

円

経

円

円

円

円

円

円

費

費

料

円

円

円

額算予

費

金

費

目

別目

負

道

道

負

費３

算決

町

調

市

区

市

区

算決

担

担

等

等

の

村

分

村

書

分

績

町 経

担

経

表

負

る

負

る

の項

差

担事

費

事

費

紙

日

の２

月

決

曜

算

日

調

績

）

円

円

円

円

中表の項の書

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

比

増

円

円

円

額

円

円

業

の

注

備

円

円

円

較

減

円

要

減

外

に

総

に

増

以

業

の

に分部

す

す

額

引

の

要

額

。

担

担

る

増

負

道

道

限

負

減

次

町

町

を

市

区

市

区

）

増引差

の

村

分

村

分

北

に
２

減

第

と
第
そ

３

北
第

が
４
の
知

条

で
条
旨
事

海
３
公
の

き
中
を
は

道
条
聴
２

市
次
の

る

通
、

都
の
会

す
市

計
に
中
知
。
前
知
都

画
次
止
事

条

北

２

海

負

北

道

北

こ
担

海
平

規

海

の
金

道
成

則

規
か

都

道
第

都

則
ら

市
年

に
適

計
３

市
号

業

い

１

考

よ
用

画
月

し

付
品

こ

別

る

別

要

交
備

の

事

と

記

附

」

象
入

規

業

き

第

た

対
購

則

計

は

６

則

、

費
」

は

画

、

号

に

経
費

よ

等

等

式

を
を

、

」

そ

様

合
改

を

に

に

」

」
う

害

補償

共

災

役

補

公

道海 公

公
の
）
は

」
る
計

用使

備

条

前

を
に

聴
１

、

を
」
画

会規
を

条

第

広

規

条
め
住

則
加

に

３
定
く

え

す

に
」
の

昭
る

定

」
る
民

る

改
に
意

和
。

北

面

、
め
を

年

書

め
改
見

海

の

、
反

計
道

提

及
同
映

る
す

公

聴

正
。

会

公

改
る

聴
日

画

一

則

北

の

規

の

則

会

後

規

土

改

部

国

を

一

道

部

の

海

の

事

る

正

査

す

改

調

正

を

を

超

の

地

除

公

。
品

の

え

調
別

籍

く
備

布

面
の

査

）
費

日

て

査
紙

調

に

ら

出

積
注

に

を
」

か

支

１

し

に
改

施

し

」
の

要

」

す

い

改
の

た

改
め

行

て

に
支

、
同

る

る

め
事

実

め
、

を

同
中

出

同
様

。

額

、
項

含

様
額

事
式

務

課

んて

め

式
作

す

項
の

金

費

償

計

賠

償

び及

済

補

料

円

円

円

円

円

円

費

費

費

報

さ

円

円

料

費

借賃び

品

及

る

則

が

学
に
せ

規

出

び
条

い

経
の
た

第

な

識
次

）

き

の
項
必

号

と

験
２
め

一

、

る
加
が

の

は

あ
を
要

を

聴

」
る
る

部

公

者
え
あ め

の

の

削

認

次

会

を
。
と

業

規

す
う

催

、

る

よ

開

り

こ

金

こ

則

担

を

規

負

則

る

道

則

布

海

規

公

北

付

に

交

堀

は定

。

事

規

る

知

の

す

だ
紙

て

の
業

な

た
別

平、

を

紙
出

ち

し
の

」

別
別

わ

高

町

を
の

の
来

市

書
注

り
の

の

該

調

村

削
４

注

当

の

籍

」

が

、
事

２

地

書

等
調

を

計

同
項

画

様
を
の
る

事

事

出

金

式
削

の

査

中

に

高

を

別
。

項

業

来

額

円

円

円

円

円

円

円

調

超

紙

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

第外号

円

円

に

を

と

、

、

正

止

め

は

改

中

定

き

。

こ

人

３

る

る

本

第

す

す

成

書

え

の
要

の分

也

度年

達

に

支

の

す

た

」

て

３

要

し
し

項
出

」
、

出

事

る

支

作
を
て
額
中

号



北

北

海

海

北

道

海
平

平

北
道

規

道
成

成

海
寡

則

寡

道
婦

第

婦
年

年

寡
福

福
３

３

婦
祉

号

祉
月

月

福
資

資

北

る
和
者

１
２

金
日

祉
金

又

等

海

こ
こ
の
の

年
は

附

法

海
知

規
規

法
そ

の

北
道

則
則

律
の

則

知
障

は
の

第
扶

律

道
的

養

平

的
害

、
施 前

）
務

成

障
者

平
行

号
義

害
援

成

北

る

海

。

こ

北

道

の

海
平

規

規

道
成

則

附

則

知

第

は

的
年

則

、

障
３

号

平

害
月

成

者援
日

北

北

海

海

こ

北

道

北
道

の

海
平

規

海
立

規

道
成

則

則

立

道
も

第

立
な

は

も
年

、

な
３

も
み

号

な
学

平

み
月

成

学園
日

み
園

の
知
と

条

の
３

附

定
は
る

規
事
す
則

の
書
項

り
２

よ
前

に
、
。

面

日

付

金
付

貸

資
貸

月

規

貸
規

曜

則

付
則

日

を

規

）

止

を
和

廃

則
昭

す

廃
道

則

る
海

規

す
北

る

止
年

こ

則
規

を

規

に

第
者

年

者
護

か

法

援
施

年
行 れ

第
の

律

護
設

４
わ

条
ら

設
用

１
た

１
費

第

施
費

月

費
徴

日
社

項
用
２
徴

）

用
収

か
会

第
の

号

則

施
祉

号
収

第

徴
規

ら
福

規

行
の

に
に

７

収

定
い

の

則
昭

す
増

規
つ

条

。
の

す
て

規

を
和

る
進

廃

日

用

１

費

月

設

４

施

年

護

す

を

行

則

施

規

ら

収

か

徴 す

。

止

る

廃

附
短

４

設

園
設

年

附

学
附

日

療

短
療

１

期

設
期

月

短

育
設

ら

施

療
施

か

育

期
育

す

所

設
所

行

入

施
入

施

設 を

規

。

則

所
則

る

規

入
規

た
り

し
よ

出
に

提
定

を
規

者
定

の
を

外
人

以
述

者
公

に

第

こ

則

述
と

公
た

を
め

公 。

道

は

る

海

）

す

北

号

布

止

事

廃

知

、

北

止
年

た

る
は

定

。る

堀

す

の

置
な

よ

す
北

め

措
、

に

従

改

規
道

社

に
お

る

る
海

前

則

福

す
前

正

則
規

会

要

事

費
例

の

第

祉

る
の

）

法

に
よ

的

号

業

用
に

知

、

の

い
。

害

は

等

つ
る

障

規る

止

部

の
福

廃

一

て
者

公

知

に

道

こ

海

こ

北

を則

和

廃

則
昭

。る

堀

す布

事

止

を

す

廃

海

る
海

規

北

す
北

る

止
年 則

こ

知

則
規

を

道

規
道

則 に

第

こ

事

公

堀

と
は

人
き

る

は

す

）

布

号

る
述

め
公

定
該

て
当

し
、

き
旨
で
の
が
そ
と
に
こ
人

。
通
る
を

海

也達

公道

正

障

る

改

的
法

す

を

知
祉

。

止廃

。

達

、

也達

す
昭
害

たし

１
２

もるす知

す

也

の
の
資

こ
こ

附

則
則
に

規
規
金

則

、
施
い

は
の
つ

報

に
、

成
前
は

平
行
て 前

月
規
従

４
の
お

年
こ
な

る
に

か
よ
例

日
に
の

１
則

す
前
。

行
止
る

施
廃
よ

ら

第外号

祉福婦寡道海
。
北

る
の 則規付貸金資

号

付貸きづ基に
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部
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